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え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  

自治基本条例市民周知イベント事業 ～まちづくりフォーラム～ 記録 

１．名称 ええとこやで岸和田「これが、わがまち岸和田の憲法や」 

２．目的 

岸和田市自治基本条例施行から５年が経過した。本市の最高規範である自

治基本条例の内容や意義が実際広く市民に浸透しているのか、施行後のまち

づくりはどう変わったのか、また条例は市民が主役のまちづくりに貢献でき

ているのかを定期的に検証をする必要がある。 

今回の座談会は、自治基本条例推進委員会の委員に、参画した動機や推進

委員会活動の想いや苦労話等、また将来の岸和田に対し条例を通してどのよ

うな想いや希望があるのかを語っていただき、市民にとっていかに身近な条

例であるかを感じていただくために開催するものである。 

３．概要 

（１）日時 ２０１０年１１月２１日（日）1４：０0～16：０0 

（２）場所 岸和田市立福祉総合センター １階大会議室 

（３）内容 

◆座談会 

    コーディネーター：松村 信夫氏（大阪弁護士会弁護士） 

コメンテーター：白石 克孝氏（龍谷大学教授） 

    パ ネ リ ス ト：植田 一重氏（岸和田女性会議） 

神谷 千春氏（和歌山大学地域創造支援機構岸和田サ

テライト地域連携コーディネーター） 

次井 義泰氏（岸和田川柳会幹事） 

山原 博文氏（岸和田市ＰＴＡ協議会） 

◆講 談 「左 甚五郎」 

講 談 師  ：旭堂 南陽氏 

 

（４）参加人数 ９２名 
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第１部 座談会記録 

司会者：皆さま、本日は、お集まりい

ただきましてありがとうございま

す。ただ今から、平成22年度まちづ

くりフォーラム「ええとこやで岸和

田・これがわがまちの憲法や」を開

催いたします。私は本日司会をさせ

ていただきます、岸和田市役所企画

課の梶野と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

  まず開催に先立ちましてお願いが

ございます。会場内での携帯電話の

ご使用はご遠慮いただき、電源をお

切りいただくかマナーモードに設定

していただきますよう、皆さまのご

協力をお願いいたします。 

  それでは初めに、主催者を代表し

まして、野口聖岸和田市長より開会

のご挨拶を頂戴したいと思います。

野口市長よろしくお願いいたしま

す。 

市長：ただいまご紹介いただきました

岸和田市長の野口でございます。本

日は、お休みのところ、まちづくり

フォーラムに、たくさんお集まりい

ただきまして有難うございます。ま

た松村先生、白石先生、ならびにパ

ネリストのみなさん、お忙しいとこ

ろご出席いただきありがとうござい

ます。 

  本日のテーマにもなっております

岸和田市自治基本条例は、平成17年

８月に施行いたしました。早いもの

で５年が経過しました。本市ではこ

の条例を市の最高規範と位置付けて

おり、まさに市の憲法といえるもの

です。自治基本条例を形骸化しない

ために自治基本条例推進委員会を設

置して、委員の皆様に様々な視点か

ら検討していただきました。先般、

第２期の推進委員会より建議書をい

ただいたところでございます。その

建議書を真摯に受け止めまして、今

後のまちづくりを進めていきたいと

思っています。この後のまちづくり

フォーラムでは、自治基本条例に対

する熱い想いを先生方に語っていた

だけると伺っています。どうか皆様

方には自治基本条例を身近に感じて

いただき、市民・議会・行政の三者

一体となったまちづくりにご参加を

いただきたいと思います。よろしく

お願い申し上げます。 

  それでは最後になりましたが、皆

様のご健康ご多幸を祈念しまして、

簡単ではございますが私のご挨拶と

させていただきます。本日はご来場

まことにありがとうございました。 

司会者：ありがとうございました。市

長は、この後公務がございますの

で、申し訳ございませんが、これで

退席させていただきます。ご了解い

ただきますようお願いいたします。 

  市長の挨拶にもございましたが、

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  

本市は、平成17年８月に自治基本条

例を施行し、５年が経過しました。

自治基本条例に関して皆様に少しで

も知ってほしいという想いで、今回

まちづくりフォーラムを開催させて

いただきました。自治基本条例推進

委員会の皆様にご参加いただきまし

て、それぞれの委員の皆様の意見を

直接お伝えをしたいと考えていま

す。 

  それでは、お手元に配付していま

す資料のご確認をさせていただきま

す。一 点 目 が、本 日 の 次 第 と パ ネ

ラーのご紹介の資料です。それか

ら、自治基本条例の施行時に全戸配

布させていただきました自治基本条

例を解説したタブロイド版、条例の

条文を拡大コピーしたもの、11月

11日付で自治基本条例推進委員会よ

り市長に建議書が提出されました

が、その建議内容をわかりやすくま

とめたもの、最後にアンケート用紙

を配付しています。お手元にござい

ますでしょうか。 

  それでは、第一部の座談会に入ら

せていただきます。「これが、わが

まち岸和田の憲法や」ということ

で、座談会につきましては、大阪弁

護士会の弁護士で自治基本条例推進

委員会の副委員長でもあります松村

先生に進行をお願いします。それで

は、松村先生お願いします。 

松村：改めまして皆さんこんにちは。

ただいまご紹介をいただきました松

村です。まず最初に岸和田市自治基

本条例というのはどういうもので、

どうしてできたのか、また、今回建

議するにあたって、どんな建議内容

なのかということをお話したいと思

います。私はコーディネーターとい

うことですが、要するに司会者で

あって進行役ということでありま

す。それでは、始めに本日のコメン

テーターやパネリストの方々に自己

紹介をしてもらいたいと思います。

着席の順番で私の左隣の白石さんか

らお願いします。 

白石：皆様こんにちは。現在、龍谷大

学で公共政策などを教えておりま

す、白石克孝と言います。来年度か

ら政策学部をつくりまして、そちら

に異動する予定であります。本日

は、短い時間でありますが、よろし

くお願いします。 

神谷：市民公募委員の神谷千春と申し

ます。それと和歌山大学岸和田サテ

ライトで地域連携コーディネーター

をしています。本日は、よろしくお

願いします。 

植田：みなさんこんにちは、女性会議

の植田一重と言います。“かずえ”

と 言 う の で す が、ど う も“か ず し

げ”と読めるので、男か女かわから

ないとよく言われます。自治基本条

例の推進委員として関わらせていた

だいています。なぜ女性会議に参加
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したかと言いますと、女性がおかれ

ている立場を多方面から見て、おか

れ た 立 場・状 況 を 知 り、方 法 を 考

え、守ることができるからです。自

治基本条例で言いますと、第３条の

基本原則が、市民及び事業者の権利

義務を明確にし、一人ひとりの女性

の人権を尊重すると当てはめること

ができ、自分の活動の趣旨に合致す

ると思い、この推進委員会に参加し

ました。 

次井：次井と申します。私は、生まれ

も育ちも内畑町でありまして、田舎

の人間なので、いつもはもっとラフ

なスタイルで過ごしているのです

が、今日はハレの舞台なので正装し

てまいりました。自治基本条例の策

定の段階から関わっています。今日

はその立場からいろいろ発言してい

きたいと思います。どうぞよろしく

お願いいたします。 

山原：岸和田市ＰＴＡ協議会をさせて

いただいています。また地元では、

朝陽小学校でＰＴＡ会長をさせてい

ただいています。自治基本条例に関

わらせていただいて、子どもたちの

ために、自分自身何ができるのかを

考えながら行っていきたいです。よ

ろしくお願いします。 

松村：今日は、４人の方にパネラーと

して参加していただいています。自

治基本条例推進委員会といいますの

は、様々な団体の代表者の方６名と

市民公募委員の方６名と、専門委員

としまして白石さんと私が参加して

います。今日は会場に他の推進委員

の皆様も来られています。機会があ

れば何か発言をお願いしたいと思い

ます。 

  最初に、自治基本条例というもの

がどんなものなのかを共通認識とし

て持っていただきたいので、その話

からさせていただきます。本日ご来

場の皆様、自治基本条例を少しでも

ご存知の方いらっしゃいますか。

（挙手）あと、条文をお読みになっ

た方いらっしゃいますか。（挙手）

大部分の方は、ご存知ないでしょ

う。なかなか身近なものではないの

でなじみにくいと思います。しか

し、岸和田市がこの自治基本条例を

制定したということは、非常に意義

深いものがあります。早ければいい

というものでもないのですが、全国

で七番目、大阪府内では一番最初で

あります。今でも全国の１割程度し

か自治基本条例を持っている自治体

はないのですが、岸和田市は非常に

早い段階で自治基本条例を制定され

た。これは当時の市民の方と市の関

係者の意識がかなり高かったのでは

ないかと思います。それと同時に、

私も次井さんと一緒で、自治基本条

例の策定の段階からずっと関わって

います。私が感心しているところ

は、市民委員の方々が自主的にいろ

いろ議論を行って、一つずつ集約

し、今のような条例を作りあげたと

いうことです。そういうことで市民

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  

の方が一から策定したということで

あります。市民と行政がともに働く

協働条例を作り上げたと言ってもい

いかもしれません。それから、単に

策定しただけではなく、その内容を

見直し、岸和田市の市政が自治基本

条例の理念に沿ったものかどうかを

検証するために自治基本条例推進委

員会が設置されました。すでに２期

目まで終わっています。そこでも市

民の方々が自ら検証を行っている。

これは、全国でも唯一の条例と言っ

ても過言ではないです。 

  それでは、自治基本条例というの

は一体何やねんということですが、

手元の資料を見てください。第９章

の最高規範性というところですが、

「この条例は、市民、事業者及び市

は誠実にこれを遵守しなければなら

ない」ということが書いてありま

す。国の最高法規は何かわかります

か。そうです憲法です。地方政府で

ある岸和田市は、最高法規というこ

とで自治基本条例を制定しました。

自治基本条例は、名前のとおり、市

のあらゆる条例の基本となり、この

条例の理念にのっとって市政が運営

されていく、これこそが理想という

ことです。どういうことかと言いま

すと、第３条を見て下さい。（１）

～（５）まで基本原則があります。

（１）は市民や事業者の一人ひとり

の人権を尊重することを書いていま

す。市が市民の人権を尊重すること

はもちろんですが、市民もお互いの

人権を尊重していこうという理念に

基づいて作られました。 

 （２）では市民と市も互いに情報を

共有しあうこと。今までは市が広報

紙を通して、このようなことを行い

ますよ、という感じで広報していま

した。市民の皆様も何かいいたいこ

とがあれば、窓口に直接行って言

う。これではお互いが言いっぱなし

になってしまいます。ですから、市

がある政策を行おうとする時、でき

るだけ早く市民の方々に伝え、それ

に対して、市民の方々からも可能な

限り意見をもらう。意見の検討結果

を再度市民の方々にフィードバッグ

するというように、情報を循環さ

せ、情報を共有しようということで

あります。 

 （３）参画の機会です。市民の皆さ

んが市の最高意思決定者であること

は間違いないです。そして、議員が

立法者であり、市長が行政を担う。

これは当然のことなんですが、どう

も代表者に任せておくと、いつの間

にかお互いに任せっきりになってし

まって、市民の皆さんは市政に関心

がなくなるし、代表者の方も市民が

どう思っているか知る機会がなくな

る。だから、できるだけ市民の方々

に、いろんな場所、審議会等に参画

してもらい、そこで意見を出してい

ただく機会を持つということが大事

なんですね。 
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 （４）協働でのまちづくりとは、市

民が市政に参画する、自分の意見を

出すということは、同時に、自分の

意見に責任を持たなければならな

い。そうすると、市は当然市政をや

らなければなりませんが、市民も自

分たちが住んでいる岸和田市をどう

していこうかと考えて、自分たちで

やれることは自分たちで自主的に決

めてやっていこうというふうに、市

民と市がお互いに共に働き、いい市

をつくっていこうということです。 

 （５）市民の公益的な活動、皆さん

が普段からやっておられる自治会活

動やＰＴＡの活動などは公益的な側

面があります。市民の方が自ら考え

ておられる。だから市も、そのよう

な市民の活動の姿勢をいろんな制度

でサポートしましょうということで

す。 

  他にたくさん条文が書いてありま

すが、この第３条の基本原則をいか

に市政に反映していくか。そういう

ことを考えて、２章から４章は、わ

れわれ市民も権利を有すると同時に

一種の義務、責任もあるということ

で、第４条は権利、第５条では基本

的な責任の内容を明確にしていま

す。そして、第６条、第７条では、

岸和田市内で事業を営む事業者の方

たちにも、同じような権利と責任が

あると明記されています。それから

市民の代表である市議会。これも地

方自治法に定められた義務が生じる

のですが、特に市民の皆さんとの関

係で、義務を明確にした方がいいだ

ろうということで、第９条では「議

会は会議を公開するとともに、議会

の保有する情報を市民と共有し、開

かれた議会の運営に努める」と明記

し、第10条では、議員に対し、「議

会活動に関する情報、市政の状況等

について市民に対して説明するよう

努める」と権利義務条項を明記して

います。 

  時間がないので簡単に話します

が、第16条の協働や参画で、最初の

キーワードを具体化する制度があり

ます。そして特に注目して欲しいの

は、第18条の意見聴取制度や第20

条の住民投票ですね。皆さん、パブ

リックコメントはご存知でしょう

か。ある法律を制定する時、あるい

は重要な国の施策を決定しようとい

う時に、事前に内容を公開し、国民

から意見を出してもらう制度です。

各自治体でも現在はかなり制度が充

実していますが、岸和田市は、自治

基本条例を制定した当時、この意見

聴取制度を充実させようということ

で、第 18 条 第 1 項 の（１）か ら

（３）に、計 画 の 策 定 や 条 例 の 制

定、施策の実施や変更などについて

は、市民に意見をもらわなくてはな

らないことを義務化しました。です

から、そういう制度をいち早く設け

たわけですね。 

  それから第20条の住民投票は、重

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  

要な政策については市民から直接意

見をもらってもいいのではないかと

いうことであります。何かあったと

きに住民投票やってますよと。 

  住民投票をするには、手続きが必

要になってきます。いきなり住民投

票できないんですね。他市では、住

民投票をするかしないかをまず議会

に諮り、それから投票条例を作って

いる所もありますが、岸和田市の場

合は、常設型といって、要件を満た

していれば、いつでも住民投票でき

る。選挙権は20歳以上ですけども、

それより若い18歳以上であれば、市

政に関心が持てるだろうということ

で、参政権より少し低い年齢の18歳

以上の方でも市民であれば誰でも住

民投票できる。それから定住の外国

人の方にも参加していただける。そ

してその方々の４分の１の連署を

もって市長に請求したとき、住民の

意思を問うために住民投票を実施し

なければならないことを明記してい

ます。これは、思い切った条例だと

思います。 

  この自治基本条例は、最高法規な

ので、これを見直すことも第33条で

明記しています。そして、自治基本

条例を見直し、最高法規である自治

基本条例がちゃんと機能しているの

か、活かされているのかをチェック

して、条例に不十分なところがあれ

ば、市長に建議を行うことができる

ことになっていますが、これを行う

のが岸和田市自治基本条例推進委員

会の役割です。第１期の推進委員会

は平成18年７月から平成20年６月

まで活動しました。いろいろ議論を

して、たくさんの点について建議し

ました。我々第２期推進委員会は、

第１期の推進委員会が提案した建議

がちゃんと活かされているのかどう

かを検証する立場でありました。ま

た、自治基本条例の条文がどう現実

に活かされているのかどうかを、市

の各部署に調査を行ったり、場合に

よっては、担当課に実際に推進委員

会に来てもらったり、その報告にし

たがって、今回の建議が出来上がり

ました。それがこの１枚ものの資料

になります。例えば、第13条の職員

の責務。職員の方々は、法令にした

がって仕事をするのは当たり前で

す。岸和田市は問題はないと思いま

すが、いろいろなところで問題が出

ており、やはり現場で違法な行為が

あったときは、速やかに通報して是

正することが必要であると考えま

す。公益通報者保護法という法律が

ありまして、企業の中で違法な行為

があったときは、適正なルールで監

督できる自治体や、あるいは通報し

た者が、不利益を受けないための法

律であります。市としては、実施要

綱がありまして、職員から通報が

あったときの窓口を設けています。

それが充実していればいいんです

が、やはりこれからの流れは、民間

企業のように外部に通報機関を設け

て、従業員から違法行為の通報がき

たときは、まず通報者を特定できな

いような形にして、話をじっくり聞

き、その企業の公認会計士などを含

んだ検討会などで検討し、その結果

を通報者に報告する。そのような窓

口を設けて適切な処置をとるという

ことが必要になってくると思いま

す。岸和田市にも同じように外部の

通報機関が必要ではないか、という
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のが私たちの提案であります。 

  第18条の意見聴取制度は、もっと

もっと広報を充実させなければいけ

ないのではないか。なかなか皆さん

からの意見が出てこないということ

で、皆さんがもっと関心を持てるよ

うな形で、パブリックコメントをし

なければならないのではないか。

ホームページには載せているんです

けども、それだけでは広報が足らな

いだろう。そういう提案です。 

  第21条の情報の共有は、第１回の

建議のときにも内容に含めまして、

市も広報のやり方をかなり工夫して

こられたのが、我々にもわかりまし

た。し か し、市 か ら の 情 報 に 対 し

て、市民の皆さんからどういう意見

があったのか、それに対して、市が

どういうふうに検討したのか、もう

少しお互いに踏み込んで情報を共有

して、情報の循環サイクルを作って

いく必要があるのではないか、とい

うことを提案しました。 

  ということで、時間が押していま

すので、私の説明はこれぐらいで終

わりまして、引き続いて次にパネリ

ストの方々にいろいろお話をしてい

ただきたいと思います。今回、推進

委員会に参画した動機や参画してど

う思われたか、あるいは、自治基本

条例ができて、現実にこんなことが

進んでますよ、そんなことを簡単に

お話いただきたいと思います。 

  それでは、市民公募委員の神谷さ

んお願いします。神谷さんは初めて

市民委員となられましたが、いかが

でしたか。 

神谷：それでは、今の自分の生活に結

びつけてお話をさせていただきたい

と思います。私は、公募委員として

推進委員会に初めて参加しました。

なぜ推進委員になったかということ

と、委員としての２年間の活動で何

を得たかという２点についてお話を

したいと思います。ご存知の方もい

らっしゃると思いますが、私の職場

であります和歌山大学は、岸和田市

と平成15年に地域連携推進協定を結

んでいます。その協定のもとで、岸

和田市の地域振興や和歌山大学の教

育研究内容の充実という両方をめざ

し、岸和田市にサテライトを設けて

活動をしています。私がこの仕事を

している中で、「地域振興というの

は一体どんなものなのか。その時に

誰が尊重されるのだろう、誰の立場

がいちばん優先されるのだろう。岸

和田市は、今どんなまちでどんな特

徴や課題があって、これからどんな

まちになっていくのだろうか、どん

な問題がおこってくるのだろうか、

さらに、それに対して自分自身が一

市民として、どういうことが出来る

のか」という考えをもつようになっ

てきました。ですが、なかなかうま

く答えを導きだすことができません

でした。もしかして、この推進委員

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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会に参加することで、明確に自分な

りの言葉にできるようになるかもし

れないと考えたのが、市民公募委員

に応募したきっかけです。 

  ところが、お恥ずかしいことに、

私は、推進委員になるまでは、自治

基本条例の中身はほとんど知りませ

んでした。そういう意味で、推進委

員の皆様には、いろいろご迷惑をか

けていたと思います。そういう私

が、自治基本条例の中身を勉強し、

その条例を見守り、推進するという

２年間の委員の役割を通じていちば

ん理解できたのは、次のようなこと

です。 

  自治基本条例というと、何かなじ

みのないもので、自分にとってあま

り身近に感じられないものとして、

とらえられている方が多いのではな

いかと思います。しかし、実際はそ

うではないのです。この自治基本条

例は、岸和田に住む人の誰もが、そ

れぞれの立場で自分の住むまちをよ

くしていくことができ、周りの人の

人権と公共の福祉を最大限尊重し

て、関係者がお互いに協力し合っ

て、情報を共有し、ともに知恵を出

し合ってやっていきましょうという

ことを定めている条例だということ

がわかりました。これは、一見シン

プルで当たり前のように聞こえるか

もしれませんが、そうではなくて、

このことが、岸和田市民の生活と市

役所の仕事の最高規範性をもってい

る、言い換えると、このことが岸和

田のまちの中でいちばん大切で、最

も基本的なルールなんですというこ

とが、今から５年前に市民の皆さん

の手で作り上げられたということ

が、本当にわかってきたのです。今

頃かって言われるかもしれません

が、心からそう感じるようになった

のです。 

松村：ありがとうございました。それ

では、植田さん。女性会議の立場か

ら参画されましたが、いかがでした

でしょうか。 

植田：私は、わかりやすく事例を出し

ながら話をしていきたいと思いま

す。私 は、仕 事 が ら 色 々 な 企 業 を

回っておりまして、自己紹介のとき

に岸和田に住んでいると言います

と、ほとんどの方が、「あっ、だん

じり祭りのところやな」って言われ

ます。その時には、だんじり祭りと

いうものはどういうふうにすると

か、何が必要なのかという話をして

います。今やだんじり祭りは全国区

になっており、その宣伝が十分でき

ているのは、各関係者の努力の賜物

だと思います。つい先日、ＮＨＫで

放送されました、だんじり祭りのや

りまわしの所で、曳き手が玉のよう

に飛んできて、それを受け止める方

がおられる所を見て、こんなに一所

懸命しているのだと涙を流している

友人がいました。それだけ感動して

いるということなんですね。 
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  つまり、これ一つとっても、岸和

田市は、市民一人ひとりが主役であ

り、市 民 が 考 え、行 動 す る こ と に

よって、安心して住むことができる

まちなのだと思います。結果とし

て、岸和田が、やりたいことを責任

を持ってできるという、個性豊かな

都市であり、市民を前面に立てた市

であることがおわかりいただけると

思います。さきほど、松村先生が詳

しくお話をしてくれましたが、皆様

一度お帰りになったら、自治基本条

例をもう一度お読みになって、自分

たちはどうかということを見直して

いただけたらと思います。どうかよ

ろしくお願いします。 

松村：ありがとうございました。山原

さんお願いします。 

山原：私は、まだ参加させてもらって

半年弱です。参加した時は、もうか

なり議論が進んでいました。作業部

会などで話されている議論は、真剣

そのもので、私は初めはお客様みた

いな感じでした。私も自治基本条例

の存在は、知ってはいましたが、こ

れだけ掘り下げて、詳しく議論され

ているという場に参加するのは初め

てで、私自身、緊張とワクワク感で

いっぱいでした。 

  今、ＰＴＡの役をやらせていただ

いておりまして、先月、市のＰＴＡ

大会を行ったのですが、その時に朝

日放送アナウンサーの三代澤さんに

お越しいただいて、子どもの夢を守

るために、子どもと家庭の中でしっ

かり会話をしていこうという内容の

お話をしていただきました。そして

市の宣言として「見守り育てよう、

みんなで子どもの夢を」をスローガ

ンにしました。私たちが子どもの頃

は、大きくなったら何になりたいと

聞かれたら、医者とか、弁護士とか

即答で答える子どもたちが多かった

ように思いますが、今の子どもたち

は、「わからん」とか「さぁ」とか

言います。お金持ちになりたいとは

言うのですが、具体的に夢を語る子

は少ない。サッカーのワールドカッ

プの選手たちは小さい頃から夢を

持っていたから今実現することがで

きた、という話を聞きますし、やは

り大人が子どもに夢を語ることが大

事だと思っています。 

  今回、岸和田市の最高規範であり

ます自治基本条例に触れて、自治基

本条例を、現実の我が地域にどれだ

け活かすことができるかを考えなが

ら、参 加 させ てい ただ きま し た。

「自治基本条例が何なのかを知らな

くてもいいじゃないか」と言う人も

いるかもわかりませんが、実際に条

例があるということを知っているの

と、全く知らないのとでは違うと

思っています。ですので、私が口伝

えに、一人一人に、自治基本条例と

はこういうものであると、ご理解を

得られるように話をしていきたいと

考えています。よろしくお願いしま

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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す。 

松村：ありがとうございました。では

次井さん、よろしくお願いします。 

次井：先ほど、神谷さんから、自治基

本条例の本質をついたお話をしてい

ただいたと思いますが、自治基本条

例の条文は、ごくごく当たり前のこ

とを明記しています。これを市の憲

法にしている。だんじり祭りが岸和

田市の誇りであるように、岸和田市

の自治基本条例も同じぐらい全国的

にもすばらしいことと思います。 

  自治基本条例の策定から私は関

わっています。参画した動機としま

しては、私、岸和田の山手に住んで

おりまして、近所で家庭のテレビな

どが不法投棄されたりするようなこ

とがありまして、まちの方はキレイ

になって、ゴミなどの問題が解決し

たとしても、同じ岸和田でも、山間

部の方はゴミ捨て場であっていいと

いうのはおかしいと、ずっと感じて

いました。岸和田が住みよい市にな

るには、全体として「ワン岸和田」

という考え方をもたなければならな

いと思ったわけです。それで私もい

ろいろなところに参加させていただ

いたのですが、そこで一緒だったみ

んなが、「バランスのとれた、みん

なが幸せな、いいところにしよう」

という気持ちでした。だから自治基

本条例には、当たり前のことを書い

ているんだけれども、高々と謳う。

そういう気持ちで成立した条例なん

だと思います。 

  余談になりますが、先日、高校の

同窓会で、自分が今自治基本条例に

携っていることや、今日フォーラム

で人前で話をするということを言い

ましたところ、「みんなで聞きに行

こうや」ということになり、本日大

勢の方々が見に来てくれています。

非常にうれしいことであります。

やっぱりこういう絆ができる、輪が

広がっていくということが、自治基

本条例の精神を具体化する第一歩だ

と思います。 

  もうひとつ。市民の意気込みと同

時に、市職員の方々が非常にやる気

を持ってやってくれているというこ

とを付け加えたいと思います。 

松村：はい、ありがとうございます。

白石さん、お願いします。 

白石：私は、有識者ということで参加

させていただいています。今、委員

の皆様のご発言を聞いております

と、「岸和田を担っていこう」とい

う岸和田を愛する気持ちが伝わって

きます。また、推進委員会も時間を

かけて、丁寧に議論を進められまし

た。いろんなところで委員をしてい

ますが、岸和田は特筆してもいいく

らい、丁寧なやり方をしているなぁ

と思いました。 
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  自治基本条例というのは、市民に

とっての最高法規であるけれども、

同時に、行政はもちろん、議会やま

た個々の議員にとっても守るべき

ルールであり、最高法規でありま

す。そういう意味でいきますと、今

回の場合、あらかじめ市職員が前

もって何か決めておいたものを、

我々市民が考える、検証するという

形では全くなくて、すべて委員の皆

さん方が考えていった。そういう形

をとったんですね。時には、市役所

の全部の課に話を聞く、文書を出し

てもらうということもやってきまし

た。こういう丁寧な進め方で推進委

員会が行われてきたということを目

撃証言として皆さんに伝えたいです

し、そういう想いのこもったご発言

を聞かせていただいたなぁと思って

おります。 

松村：はい、ありがとうございます。

白石委員にはまた後半でまとめをし

てもらう予定です。委員の皆さん、

いろいろな動機で参加されたわけで

すが、その結果がこの建議概要にま

とめてあります。それを踏まえまし

て、次のテーマでありますが、今後

岸和田がどうなればいいのかという

将来の展望、また一市民としてどう

いう活動をしていったらいいのかを

ご発言願います。それでは神谷さん

お願いします。 

神谷：自治基本条例について何も知ら

なかった自分が、推進委員の仕事を

とおして、それが岸和田のまちづく

りの最も基本的で大切なルールであ

るということを理解できたという大

変うれしい経験を、少しでも多くの

人たちに伝えて、広げていきたいと

思っています。それは、特別な人が

やることではなく、市民のどなたで

もできることだと思うんです。私も

一市民として、職業人として、家庭

人としていろいろ役割があるんです

けども、和歌山大学で働くものとし

て発言させていただきますと、和歌

山大学は、従来の18歳から22歳の

若い人の教育だけではなく、地域の

生涯学習機関として、地域の人材育

成やまちづくりに参画し貢献しよう

としています。住民自治のまちづく

りというものを岸和田サテライトは

目的として掲げていまして、まさに

自治基本条例の理念と、手前みそで

ありますが、ぴったりと合致するも

のだと思います。岸和田サテライト

には、いろいろな職業や年齢層の方

が来られます。教員や地域の社会人

を中心とした学生も、多数行き来し

ています。それらの方々の力をひと

つに集めて、先ほど申し上げました

ように、うれしい気持ちの広がりを

なんとか形にしてやっていきたいと

思っています。それが和歌山大学の

使命の一つである「地域連携・社会

貢献」にもつながっていくと思いま

す。和歌山大学は、自治基本条例の

条文の中で「事業者」という立場で

あると同時に、第31条の「他の地方

公共団体及び関係機関との関係」と

いう項目にも該当します。岸和田市

とは地域連携推進協定を結んでい

て、岸和田市の「関係機関」という

位置づけでもありますので、申し上

げたことをより一層、しっかりと

やっていきたいと思っております。 

松村：ありがとうございます。それで

は植田さんお願いします。 

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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植田：また例のごとく身近な話をさせ

ていただきます。岸和田市がこの自

治基本条例を考えたときに、まず実

践されたのは、職員研修でした。研

修に参加した職員に、自治基本条例

とあなたの仕事の関係は何か？とい

うことを考えてもらったんですね。

それによって、職員の皆さんが自分

の仕事について、考えたり見直しを

したりと、そういうことがあったと

思うんですね。 

  そうやって市が実践しているとい

うことを知った後で、私、早速住民

税のことを聞きに行きました。説明

は大変よくわかりました。紙に書い

てまで説明をしてくれました。これ

は、自治基本条例の第13条の職員の

責務に該当すると思われます。職員

自身が、自分たちの規範として、自

治基本条例を扱っているんだという

ことをわかっていただけると思いま

す。 

  自治基本条例すべてが、このよう

に し て、市 民 の 立 場、女 性、高 齢

者、障害者、子ども、赤ちゃんにい

たるまでを対象にして、いろいろと

考えられています。 

  参画して学んだことは、岸和田市

民は何でも市に任せるのではなく、

意見をいう、参画するということを

きちんとやっていくことが大切だと

改めて思いました。 

松村：はい、ありがとうございます。

次、山原さんお願いします。 

山原：私は、ＰＴＡの仕事をさせてい

ただいていますが、地元では、子ど

も会の指導員を15年間させていただ

いています。自分ではあまり長い間

やってきたという感覚がないのです

が、ある時、自分が指導員になった

ときに中学生だった子どもが、成長

して子ども会の指導員に入りたいと

参加してきました。その時はさすが

に、自分は長くやっているなと思い

ました。 

  自治基本条例の第15条に、地区市

民協議会という項目があります。我

が地域は朝陽小学校区域なんです

が、地区市民協議会が非常に活発で

ありまして、地区に住むいろんな諸

団体ですね、各町の役員、老人会、

婦人会、青年団、子ども会、青少年

指 導 員、民 生 委 員、Ｐ Ｔ Ａ な ど、

様々な方が一体となって、いろんな

角度からそれぞれ自分たちの意見を

述べて、こうしていこう、ああして

いこうと自主的な活動が展開されて

います。この自治基本条例の中の第

15条に関して、私は様々な意見を述

べさせていただきました。岸和田市

の中でも活発な地区市民協議会とそ

うでない所があるとお聞きしまし

た。やはり、それぞれの地域で、い

ろんな方一人ひとりに、光を当てて

守っていくという役割を担う具体的



ペ ー ジ  1 5  

な組織が、この地区市民協議会では

ないかと思います。そこで、岸和田

市には、地区の担当者を配置して、

人と人のパイプ役を担っていただ

き、具体的にどういうふうに進めて

いこうかという流れを作っていくの

はどうでしょうか、と意見を述べさ

せていただいたことが記憶に残って

おります。 

  一番大事だと思うのは、古い話に

なりますが、49年前にジョン・Ｆ・

ケネディが暗殺されましたが、その2

週間前に、「国民は国から何かをし

てもらおうというよりも、国に何が

できるか、それが大事だ。」と言い

ました。そういうことが一番大事だ

と思うんですよね。今の風潮とし

て、権利を主張ばかりするけれど

も、義務の存在をあまりにも忘れて

いるのではないか、そういう気がし

てならないのです。 

  ですので、今後は我々一人ひとり

が岸和田市に対して、また、自分の

地域の一人ひとりに対して、何がで

きるのかということを常に考えなが

らやっていくのが、一番大事であっ

て、条例に権利が書いているから、

何かしてもらおうというのではなく

て、条例を受けて、じゃあ自分たち

に何ができるのかということを、一

人ひとりが考えることが大事ではな

いのかなと思います。 

  私も今回初めて、条例の重要な部

分に触れさせていただいたので、今

後は、地域やいろいろな所で、一対

一の会話を始めることをしながら訴

えていく。そういう活動をしていき

たいと思っています。 

松村：はい、ありがとうございます。

最後に次井さんお願いします。 

次井：私は、策定の段階から関わって

おりまして足掛け８年ぐらいになり

ます。この間にどのような変化が

あったかを自分なりに考えて申し上

げたいと思います。 

  この自治基本条例は基本的な事柄

を決めるということでありますの

で、家の前のどぶ板をどうする、そ

のような具体的なことを書いている

ものではありません。今日も市議会

議員の方々が何人か来られているよ

うですが、議会基本条例ですね、自

治基本条例の中で、議会が自分たち

の役割をきちっと決めた基本条例を

作らなあかんというふうに書いてあ

るんですね。自治基本条例施行から

５年目にして、来年の５月に施行と

聞いておりますが、きしわだ議会だ

よりにも条文の案文が掲載されてい

ました。これにご意見をくださいと

いう内容ですね。議会基本条例の制

定、これは大きな変化だと思いま

す。おそらく全国で早い方ではない

でしょうか。大阪府では、熊取町に

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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次いでということですけれども。こ

れは、何が違うかと言いますと、例

えば、これまでは本会議でのやりと

りは質問者が一通り質問しまして、

市長や理事者が一括してお答えする

という形式だったんですが、一問一

答ができるようになったんですね。

今後はかなり内容の深い議論をして

いけるのではないでしょうか。市長

の提案についても、財政的な裏づけ

はどうなっているのかということも

質問できますし、それを決める際に

市民参加はどれくらいあったかを知

ることもできます。これは非常に大

きな変化だと考えます。 

  ２点目は、第24条の総合計画です

が、総合計画は自治基本条例に基づ

いて策定しなければいけないとなっ

ております。私はその市民会議にも

参加していますが、この12月に議会

で可決される運びになっています。

今までの総合計画と違って、市民と

して、どういう市であってほしいか

という目標を掲げて、それに向けて

どのような施策を行うか、まず12年

間のうちの最初の４年間で何をする

かを戦略計画と言いますが、具体的

な数値と目標が書いてあるんです

ね。4年後には、こういうふうにして

いく、市民と行政はどんな役割を担

うのかというようなことも明記して

います。 

  少しだけ紹介させていただきます

と、例えば、図書館の年間貸し出し

数5.4冊を４年後には7.2冊にしてい

くとか、市民の一人当たりのスポー

ツ施設の年間利用回数を5.7回を6.3

回にしていくとか、市民の文化施設

年間利用回数を2.9回を3.2回にしま

しょうとか。数値の目標を掲げて、

それを着実に実行していくことが大

切だと思います。 

  それと、住民投票のことですが、

例えば、岸和田市にカジノ施設を建

設するような議論が沸騰した場合

に、経済効果があるからと賛成する

人と、教育上問題があると反対する

人の意見がでてくると思われます。

そのような問題に備えて住民投票条

例が常にあることによって、市民の

意向を聞くことができます。 

  最後に、私自身の実践としまして

は、いろんな審議会等にですね、広

報紙にいつどんな審議会をやる、傍

聴可能と載っていますので、日ごろ

から積極的に傍聴に行っています。 

松村：いろいろ話したいことがあると
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思いますが、またの機会ということ

で、ありがとうございました。多く

の意見がでましたが、今までの議論

のまとめということで、最後に白石

先生に話をしてもらいたいと思いま

す。白石先生お願いします。 

白石：はい、ありがとうございます。

岸和田市は、この自治基本条例の制

定においては、全国の中でも先頭を

走っているといいますか、かなり猛

ダッシュをしているなと思っていま

した。私自身も関わらせていただい

て、大変光栄でした。 

  自治基本条例がなんのためにある

のか、それは2つあると考えられま

す。一つ目は、「岸和田市は市民の

もの」であれば、みんなが行政に関

われるようにするにはどうしたらい

いのか。それを叶えるためにある。

二つ目は、市役所職員や市議会議員

の皆さんが、どういうルールに基づ

いて行動したらいいのか、という行

動のルールについて書いてある。つ

まり、言い換えれば、行政が市民み

んなが関わることを歓迎するにはど

うしたらいいのか、そういうことが

書かれている、とご理解いただけれ

ばいいと思います。 

  ただ、先頭を走るということは、

途中で息切れすることも多いもので

すが、岸和田市の自治基本条例のす

ばらしいところは、今回の推進委員

会が設置されたところにあると、私

は思います。さらに、自治基本条例

を時代に則したものに進化させてい

くしくみを、自治基本条例推進委員

会という形で盛り込んであるという

のは、全国的にも稀なことだと思っ

ています。これは、私たちが岸和田

の自治基本条例を国の先頭を走る、

いいものにしていく上でも、非常に

大事なことでもありますし、同時

に、市職員の皆さんが思いを新たに

される機会が定期的にやってくる、

この教育的効果が非常に大きいと思

いました。推進委員会からの調査に

対して、各課は常に誠実に回答をし

ていかなければならない。こういう

節目が議会事務局やいろんな行政部

署で見られる。これは本当に大切な

ことだと私は思います。 

  岸和田市は自治基本条例という、

こんなにいい器を作ったということ

でありますが、今後、その器にどん

な中身を盛っていくのか。ここで一

つの鍵になる言葉が、「みんなが参

画する」ということだと思います。

これからの岸和田市の発展を考えて

いきますと、分権時代でありますの

で、自治体の力というものが本当に

試される、問われる時代になってき

ます。自治体が少しこけそうになっ

ても、国や府が何らかの形で支えて

くれることは、もう無くなってきて

いる。こけた所は、そのまま見放さ

れる。こうなれば何が大切なのかを

みんなで考えていかなければいけま

せん。市の発展には、何が推進力に

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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なるのか。 

  私は、大学で世界の衰退した地域

を訪問して、どうやって再生してい

くのかを研究しています。実際経済

の衰退した現地に行ってみると、身

の危険を感じるようなところもあれ

ば、地域の人々がのんびりしてい

て、まちの中がきれいなところもあ

りました。住み心地の良さというの

は経済だけでは測ることができない

ということに気づきました。 

  ですから、岸和田市の発展のこと

を考えるなら、経済も大事ですが、

「人が元気で社会が安心」、こうい

う要素がないとダメなんですね。そ

して「人が元気で社会が安心」の一

番大事な核になっているものは何か

と考えると、自分が住んでいる郷土

に対する愛着ではないでしょうか。

その意味では、岸和田市は愛着を

もった人たちが多くいらっしゃる土

地柄だと思います。でも、大事なこ

とは「参加する」ことで、それはい

ろんな形、きっかけ、入口で、岸和

田がいいところだ、自分たちが岸和

田の一員だというふうに、岸和田に

関わるきっかけをたくさんつくる。

それが大事なんです。もちろん、だ

んじりなど愛着を持つ機会はいろい

ろありますが、そういう機会を増や

せれば増やせるほどいい、これが参

加が持っている大きな意義です。

「え え と こ や で 岸 和 田」、今 回 の

フォーラムのタイトルになっていま

すが、ええとこやでって体験できる

入り口をたくさん用意できたまち

が、「人が元気で社会が安心」にな

れるまちだと思います。 

  そして愛着が持てるために欠かす

ことができないことは、やはり、市

の行政が誇らしいものであるという

ことです。ですから、この自治基本

条例が皆さんに求めることは、もっ

ともっと愛着のもてるまちにするた

めに、市民の皆さんががんばってい

くと同時に、厳しい自治体運営を

担っていけるだけの誇らしい行政に

なること、そのための後押しが自治

基本条例であり、市民の皆さんの力

ではないかと思いました。今後の岸

和田市の発展を本当に心より念じて

おります。 

松村：はい、ありがとうございまし

た。白石先生に先頭を走っていると

いうことでお褒めの言葉をいただき

ました。今日は、時間が限られてい

ましたので、不十分な点もあろうか

と思いますが、パネリストの皆様を

含め、ありがとうございました。そ

れでは、このディスカッションを一

度終わらせたいと思います。 

司会者：皆様ありがとうございまし

た。松村先生には、最後にまたお話

いただきたいと思います。その前に

皆様の方でご質問があればお受けし

たいと思います。時間が少し押して
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いますので、申し訳ないですが、２

名様までに限らせていただきます。

ご質問のある方は、お名前と今ご自

分が活動している団体名などもおっ

しゃっていただければと思います。

それでは、挙手をお願いします。 

質問者：先生方ありがとうございまし

た。○○といいます。現在、市の文

化協会でボランティア活動をしてい

ます。 

  自治基本条例の策定経緯や目的を

お話いただきました。やはり一番感

銘しましたのは、この条例の制定の

スタートの時点から一般の市民が参

画しながら、いろいろな議論を重

ね、積み上げながら、条文にたどり

着いたということです。これが全て

ではないか、つまり、これこそが市

民参画の結晶ではないでしょうか。

皆さま方に深い敬意を評し、このよ

うな条例をもつことができたという

ことに一市民として誇りに思いま

す。 

  自治基本条例ということは、市民

自らが、自らの手で、この岸和田を

より良いまちに仕上げて行こうとい

うことが基本であると思います。そ

ういう意味で、自治基本条例の主人

公は市民が主題となることが、一番

ベースになくてはならないと思いま

す。そういう意味で言いますと、前

文の中に多少そういう文面があると

思いますが、市民がまず主人公であ

ることが第１であると確認できるこ

とが、基本原則として大事ではない

のかと思います。 

  あと、市、市民、事業者とありま

す が、こ こ で い う「市」と い う の

は、いったいどういうものを指すの

か。定義の中では、市民や事業者と

いう言葉は出ていますが、「市」と

いう言葉が明記されていないと思わ

れます。「市」とは、市の行政当局

のことも指せば、市議会も指すので

はないかと思うのですが、その２点

をご質問したいと思います。 

松村：ありがとうございました。不十

分かもわかりませんが、私の方から

お答えしたいと思います。 

  まず、市民が主人公ではないの

か、そういうことをもっと前面に出

していくべきではないのかというご

意見ですが、策定するときは、この

部分について非常に議論をしまし

た。前文の後ろから２段目をご覧い

ただきたいのですが、「私たちは、

市民が自治の主体、市政の主権者で

あることを認識し、自らの地域は自

らの手で築いていこうとする意思を

明確にし、自ら考え、行動すること

で、常に安心していつまでも住み続

けることができる、個性豊かな…」

という文言があります。この市民自

治都市という言葉こそが、この自治

基本条例の大前提として、市民が主

人公であるということを意味してい

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  
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ます。市民一人ひとりが自分で考え

行動していこう、そういう行動する

市民だということを前提にしようと

議論した覚えがあります。 

  また、市の定義がないのではない

かということですが、市にはいろん

な機関があります。市長もそうで

す。市議会も市職員もそうです。市

という場合は、いろんなことが考え

られます。したがって、あえて定義

をおかずに、むしろ市長、団体の代

表者、議会、議員、職員と機関を分

けて条例に明記しました。 

司会者：よろしいでしょうか。他にご

質問ある方ございますか。 

質問者：○○と申します。質問という

のではないのですが、私、去年、天

神山小学校のＰＴＡ会長をしまし

て、こちらの自治基本条例の推進委

員として参加させていただきまし

た。今日このような形でフォーラム

を開催できたということで、自分の

感想を話したいと思います。 

  第２期目が終了して制定から５年

が経過して、まだこれからだと思う

んですね。やっと中身が煮詰まっ

て、建議を市長に提出したというこ

とで、これからが条例の中身が問わ

れてくるのかなと思います。そうい

う意味で、区切りのいい形で、こう

いう場が設けられたのではないかと

思っています。推進委員会では、老

若男女、市民の方々すべてにとっ

て、自治基本条例というものが良い

ものとなるようにと、前におられる

パネラーの方々と一緒に熱い論議を

交わしました。それが浸透していく

ように、広報などを通じて、いろん

な方に知っていただけたらと思って

います。 

  特に私が思うのは、私は仕事で障

害者施設での生活介護を行っている

の で す が、根 底 に あ る の は、障 害

者、高齢者、子どもなど、なかなか

自分ではどうすることもできない人

たちが、いろんな人に助けてもらい

ながら毎日を安心して生活していけ

たらいいなと思っています。自治基

本条例の中にも人権尊重というのが

ありますが、「障害者・高齢者・子

どもの人権を尊重したまちづくりを

実現するため、岸和田市地域福祉計

画の推進が必要」とあります。この

根底のところをしっかりやっていけ

ば、それ以外の方もみんなが安心し

て生活できると思います。 

  資料の建議概要の付帯意見という

ことで、最後のところに書いていま

すが、これで2期目の推進委員会が終

わりということですが、中身は時代

時代によりニーズが変わってきます

し、引き続き10年20年と長いスタ

ンスで見ていった方がいいのではと

思います。もちろんこの中身をこの

まま終わらせるのではなく、市民の

皆さんがどんどん市役所の窓口に足

を運んで、いろんな意見がいえるよ

うに、そして、それを聞いてもらえ

るような市政になったらいいと思い

ます。最初に市長が、市民・議会・

行政の三者一体で共に良いまちを

作っていきましょうとおっしゃって

いたので、それを期待しながら、今

後は、だんじりのまち・岸和田、自

治基本条例のまち・岸和田と言われ

るようなまちになっていけばと思っ
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ています。ありがとうございます。 

司会者：ありがとうございました。自

治基本条例を制定しまして、第1期の

推進委員会では、条例の体系化をし

ていこうということで、いろいろ検

証を行いました。第２期では第１期

の推進委員の皆様からいただいた建

議の内容を庁内に発信していくとい

うことで、各課に情報を提供して、

どのような取り組みをするのかの進

行管理を行ってまいりました。当

然、条例の条文の中にも見直し規定

があります。推進委員会につきまし

ては今後も設置しまして、取り組み

をしていきたいと考えています。行

政としましては、今回いただいた建

議の内容を十分精査いたしまして、

庁内に発信するとともに、新しい取

り組みを進めていきたいと考えてい

ま す。そ れ で は、最 後 に な り ま す

が、松村先生よろしくお願いしま

す。 

松村：長時間ありがとうございまし

た。まとめということですが、さき

ほどの市民委員の皆さんと白石先生

が詳しく言ってくださいましたの

で、それに尽きるのですが、この自

治基本条例の見直し規定にいい言葉

があります。この条例は「守り育て

る条例」である。そして条例を実際

に見守っていくのは、市長であり、

市議会であり、市の機関でもあるけ

れど、皆さんご自身なんですね。そ

ういう意味では今後も推進委員会を

設置したり、市民の皆様が定期的に

集まることが、非常に大事であると

思います。 

  私の感想ですが、やっぱり、岸和

田といえば、城とだんじりのイメー

ジ が 強 い。策 定 委 員 会 は、市 民 の

方々の熱気が伝わるぐらいすごいも

のでした。今回の推進委員会もそう

です。それぞれの立場で岸和田市を

大事にしていこうと思う気持ちが強

い証拠だと思います。おっちゃん、

おばちゃん、にいちゃん、ねえちゃ

ん、みんなでこのまちをよくしよう

と思っておられると、私は大いに感

じました。間違いなく「ええとこや

で岸和田」だと思います。みなさん

是非、今後もこの自治基本条例を守

り育てていただきたいと思います。 

  今日は私の不手際で時間が押しま

した。パネリストの皆さんと白石先

生には十分にお話していただくこと

ができませんでした。この点お詫び

いたします。最後になりますが、今

日ご出席の皆様、お集まりの市民の

皆様に御礼を申し上げます。本当に

ありがとうございました。 

司会者：松村先生はじめ委員の皆様あ

りがとうございました。ご来場の皆

様、今一度盛大な拍手をお願いいた

します。ありがとうございます。そ

れでは、一旦ここで休憩に入らせて

いただきます。若干時間が押してい

ますので、休憩時間は５分間とさせ

ていただきます。本日アンケートを

お手元に配布しております。是非ご

記入いただきまして、お帰りの際に

提出していただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。 

休 憩 

 

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  



ペ ー ジ  2 2  

え え と こ や で 岸 和 田 「 こ れ が 、 わ が ま ち 岸 和 田 の 憲 法 や 」  

第２部 講談 

司会者：それでは、第２部旭堂南陽氏

によります講談をお楽しみいただき

ます。昨年「水戸黄門漫遊記 渡し

の掟」ということで、まちづくりの

ルールのお話をいただきました。今

年は、「左甚五郎」と題した講談で

あります。私、左甚五郎というと、

どうしても日光東照宮の眠り猫を思

い出します。本日は、どういうお話

をしていただけるのか非常に楽しみ

であります。それでは、旭堂南陽さ

んよろしくお願いします。 

 

旭堂 南陽さん講談 

司会者：ありがとうございました。皆

様いかかでございましたでしょう

か。本日は、長時間ご清聴いただき

ありがとうございました。最後に岸

和田市企画調整部長西川よりご挨拶

申し上げます。 

部長：皆さんこんにちは、企画調整部

長の西川です。今日は、日中のお忙

しい中、非常にいいお天気の中、お

出かけしたい気持ちもあったかと思

います。それよりもこのフォーラム

に参加いただきましてありがとうご

ざいます。 

  今回、自治基本条例をテーマに

フォーラムを開催しています。策定

にあたりまして、平成15年から16

年の2年間、公募の市民委員と学識経

験者の方々に毎月２回、夜の６時半

から９時まで熱心に議論をいただき

ました。議論をいただいた場所が、

まさにこの福祉センターです。私も

策定当初から関わっているので、ど

うしてもここに来ると感慨深いもの

が あ り ま す。本 日、コ ー デ ィ ネ ー

ターされた松村先生は、その時から

ご指導いただいた先生であります

し、パネリストの次井さんは、最初

から策定のメンバーとして関わって

こられています。会場には、その時

市民委員として参加されていた方も

いらっしゃいます。これらの方々

は、私にとってまさに同志といった

感じであります。その時から数えて

７年、自治基本条例が施行されて５

年となります。今でこそ、全国の自

治体で施行されていますが、その当

時は、非常に先進的な取り組みであ

りました。しかも制定された後、推

進委員会を設置し、自治基本条例が

機能しているか、形骸化していない

か、本当に時代に適合したものと

なっているのかを検証し、それをま

とめ、市長に建議をするというとこ

ろは全国的に見ても稀であります。

第1部で登壇されました松村先生、白

石先生をはじめ、市民委員の方々に

は重責を担っていただきました。今

日は、その想いを本音で語っていた

だいたので、皆様に伝わったのでは

ないでしょうか。 

  岸和田市では、こんなに熱い想い
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をもっていらっしゃる方が多くいま

す。いろんな場面でいろんな取り組

みをされ参画している市民の方が多

くいらっしゃいます。これは、岸和

田にとっては貴重な財産だなと思い

ます。その市民力がこの岸和田を支

えているなと痛感しました。 

  第２部で旭堂南陽さんの講談を楽

しんでいただいたと思いますが、さ

すがにプロだなと思いました。お聞

きしていると、その情景が目の前に

現れてきます。我々も人に物を伝え

るとき表現力というのが大事だなと

思いました。 

  今回、第１部・２部という形で開

催しましたが、この取り組みを通し

まして、自治基本条例がひとりでも

多くの市民に伝わっていくことを

願っています。これは、行政にとっ

ても課題のひとつでもあります。本

日参加された方々は、今日、家に帰

られるとまず家族に話をしてくださ

い。いずれは会う人会う人に「岸和

田には、こんなにすばらしい自治基

本条例がありますよ」ということを

伝えていってください。よろしくお

願いします。長時間本当にありがと

うございました。 

司会者：皆様、ありがとうございまし

た。これを持ちまして、平成２２年

度まちづくりフォーラムを終了しま

す。本日は、お忙しい中ご参加いた

だき誠にありがとうございました。 
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